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国

・ 登録認証機関に対し、定期的な更新手続きに加え、立入検査等の維持管理を行い、必要に応じ
　て、適合命令等の措置を行う。
・ 認証取得者に対し、必要に応じて立入検査等を行い、製品の品質等に問題があると認めた時は、
　適切な措置を行う。
・ 消費者やユーザーからの情報提供等に基づき、市場からの抜き取り検査（試買検査）を実施す
　る。

登録
認証機関 

・ 認証取得者に対し、定期的な認証維持審査、臨時の維持審査を行う。
・ 必要に応じ立入検査等を行い、製品の品質又はその品質管理体制に問題が有ると認められた場
　合、適切な措置を行う。

認証
取得者

工業標準化法で求められる品質管理体制、登録認証機関との間で交わされた認証契約での要求事
項を遵守し、認証を受けた製品について、該当 JISへの適合性を維持する。

表 -1 認証制度における信頼性確保の仕組みにおいて各組織が果たす役割

　昨年は、旭化成建材の「傾きマンション」、東洋ゴム
工業の免震ゴム偽装問題、食品への異物混入問題等、多
くの不祥事が話題になり、本年になって自動車の燃費偽
装が報じられる等、企業のコンプライアンス違反が世間
をにぎわしています。このような企業の不祥事は世間の
関心が高いことから、テレビ、新聞等で大きく扱われ、
違反等の不祥事を公表された企業のイメージは、大きく
損なわれ、保障対応等で多くの労力及び費用が発生しま
す。
　また、JIS製品においても相変わらず、JISマーク表
示の一時停止や認証の取消等の違反が発生しています。
当協会からの認証取得者におかれましては、品質管理体
制の見直し等により、コンプライアンスの徹底、品質管
理の強化により、リスク管理をすすめるようお願い致し
ます。
　その際の参考となるよう、JIS認証制度における信頼
性確保の仕組み、さらに JISマーク表示製品を製造・出
荷するうえで、認証取得者の遵守事項等をまとめました
のでご確認のうえご利用下さるようお願いいたします。

1. JIS 認証制度における信頼性確保の仕組み

　現在の JIS認証制度は、工業標準化法第 19条（加工

技術は第 20条）に基づき、国に登録された登録認証機
関から製品試験と品質管理体制を審査することによって
認証を受けた製造事業者が、認証製品又はその包装等に
JISマークを表示することで製品の品質を保証する第三
者認証制度です。
　この制度において、国、登録認証機関及び認証取得者
が果たす役割を表 -1に、市場（ユーザー）も含めた信
頼性の確保の仕組みを図 -1に示します。

2. 認証取得者に求められる品質管理体制

　前項図 -1で位置づけられる認証取得者に要求された
品質管理体制の基準は、日本工業規格への適合性の認証
に関する省令（通称 JIS省令）の第２条第１項で規定さ
れており、その内容を表 -2に示します。
　また、登録認証機関との間で交わされた認証契約にお
いて、
　①初回製品試験 JIS適合性を確認した製品等と同じ条
　　件で製造すること。
　② JISマーク使用の数量及び時期を記録し、１年毎に
　　報告すること。
が追加されておりますのでご確認下さい。
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図 -1　JIS 製品に対する信頼性確保の仕組み

表 -2　JIS 省令 第 2条（品質管理体制の審査の基準）

3. 認証取得者が受ける違法な表示等に係る措置

 3.1 登録認証機関が行う措置

　JIS認証制度における信頼性確保の仕組みの中で登録
認証機関は、認証取得者に対して定期（３年毎）又は臨
時の維持審査を実施しますが、この審査で製品の品質又

は品質管理体制に問題が有った場合、是正・予防措置の
請求、認証の一時停止・取消し等を行います。
　その場合の違反内容と請求される措置の関係を表 -3

に示します。
　また、登録認証機関が認証取得者に JISマーク表示の
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表 -3　違法な表示等に係る措置の基準（JIS 省令 第 15 条）

図 -2  JIS マーク表示の一時停止措置に対する処理手順

措　置 内　容 該当条項

是正及び予防措置の請求

品質管理体制が第 2条の基準に不適合 １項一号

認証製品以外の鉱工業品に JISマーク又は紛らわしい表示を実施 １項二号

認証製品以外の鉱工業品の公告に紛らわしい表示を実施 １項三号

広告に、第三者を誤解させるおそれのある内容が有る １項四号

認証の取り消し又は JIS

マーク表示の一時停止、及
び出荷の停止請求

認証製品が JIS規格に適合しないとき ２項一号
品質管理体制が省令第 2条の基準に適合しておらず、その内容に
よって認証に係る鉱工業品が JISに適合しなくなるおそれがある
ときその他重大なものであるとき

２項二号

是正及び予防措置の請求に適確又は速やかに応じないとき ２項三号

図 -3　工業標準化法による国の措置

一時停止措置を行った場合の一般的な処理手順を図 -2

に示します。

 3.2 国が行う措置

　同様に、国も認証取得者に対し、試買検査の結果、市
場からの JIS製品に対する苦情・情報提供により、報告
徴収、立入検査を行います。
　なお、この立入検査で違反行為が明らかになった場合、
国が認証取得者に対し行う行政処分は、工業標準化法の
第 21条又は第 22条が適用となり、図 -3に示すように
罰則（罰金）を伴う内容になっています。

4. 違法な表示等に係る措置の公表

　認証取得者が、違法な表示等に係る措置として「認証
の取消」又は「表示の一時停止」を受けた場合、昨年の
JIS Q 1001一般認証指針の改定により、両者とも登録
認証機関及び工業標準調査会（JISC）のホームページで
公表されます。
　工業標準調査会による公表内容は、下記 URLで閲覧が
可能です。
　　URL　 http://www.jisc.go.jp/app/pager

（データベース検索：全ての検索項目／ JISマーク制度
関連：最新認証取得者一時停止・失効一覧）必要時応じ
て、ご確認下さい。
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JIS マーク表示認証業務

　・当協会が平成 27年９月１日から平成 28年９月 30日までの間に JIS認証した鉱工業品は表 -1、JIS認証契約を終
　　了した鉱工業製品は表 -2、JIS認証を取り消した鉱工業製品は表 -3のとおりです。
　・改正工業標準化法に基づいて当協会が行っている JISマーク表示認証業務の内容及び塗料関連 JISに関する最近
　　の改正情報については、当協会のホームページに掲載していますので、下記の URLにてご確認下さい。
　　URL：http://www.jpia.or.jp

建築基準法に基づく性能評価書の発行

　・建築基準法施行令第 20条の 7に基づく建築材料の性能評価を終え、当協会が平成 27年９月１日から９月 30日ま
　　での間に発行した性能評価書は表 -4のとおりです。

表 -2　平成 27 年 9 月 1 日から平成 28 年 9 月 30 日までに契約を終了した鉱工業製品

認証番号 認証取得者の名称 認証区分（規格番号） 規格名称 認証終了日

JP0507004 神東塗料株式会社 JIS K 5633 エッチングプライマー 平成 28年 6月 22日

表 -1　平成 27 年 9 月 1 日から平成 28 年 9 月 30 日までに認証した鉱工業製品

認証番号 認証取得者の名称 認証区分（規格番号） 規格名称 認証年月日

JP0315002 東日本塗料株式会社 JIS K 5675 屋根用高日射反射率塗料 平成 27年 10月 19日

JP0515003 中国塗料株式会社 JIS K 5552 ジンクリッチプライマー 平成 27年 12月 18日

表 -3　平成 27 年 9 月 1 日から平成 28 年 9 月 30 日までに認証を取り消した鉱工業製品

認証番号 認証取得者の名称 認証区分（規格番号） 規格名称 認証終了日

該当品なし

表 -4　平成 27 年 9 月１日から平成 27 年 9 月 30 日までの間に発行した性能評価書

認可番号 発行日 建築材料名 申請会社

MFN-3302 H27.12.22 塗料塗装／木質系三層単板集成フローリング 株式会社アドヴァン

MFN-3303 H27.12.22 塗料塗装／木質系三層単板集成フローリング 株式会社アドヴァン

MFN-3564 H28. 2.17 ゴム系溶剤形接着剤 ノガワケミカル株式会社

　対象条文：　令第 20条の 7第 4項
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外部発表

　・当協会が平成 27年 10月 1日から平成 28年 9月 30日までの間に外部発表したものは表 -5のとおりです。

塗料試験方法研究会

　・当協会が主宰している当研究会にて平成 27年９月１日から平成 28年９月 30日までの間に実施した勉強会は表 -6

　　のとおりです。

表 -5　外部発表一覧（平成 27 年 10 月１日～平成 28 年９月 30 日）

発表題目 発表者 発表先　雑誌名 出版社
主催者

投稿

「塗膜の日射反射率の求め方」における不
確かさ 清水　亮作 計測標準と計量管理 2016 Vol.65　

NO.4

（一社）　　　　　
日本計量振興会

コンクリート表面被覆工法の耐久性評価手
法の考え方 山田　卓司 塗装工学．2016/VOL.51　NO.6 日本塗装技術協会

講演

1液タイプ変性エポキシ樹脂プライマーの
性能に関する調査研究　その２

関島　竜太
（共同発表者）

平成 27年 10月 23日
日本建築仕上学会 2015年大会学術
講演会（第 26回研究発表会）（ロッ
クペイント㈱、本橋芝浦工大教授、
菊水化学㈱、日本塗料工業会との共
同発表）

日本建築仕上学会

コンクリート構造物に用いられる表面被覆
工法の耐久性評価手法について 山田　卓司 （一社）日本防錆技術協会、

西支部見学会
（一社）　　　　　
日本防錆技術協会

塗装材料の規格と試験方法 山田　卓司
平成 28年 5月 12・18日、7月 20日
コンクリート構造物の補修・補強に
関するフォーラム 2016

（一社）　　　　
コンクリートメン
テナンス協会

遮熱塗料における熱特性評価方法及び装置
の開発（その２） 比留川伸司

平成 28年 8月 26日 

2016年度日本建築学会大会（九州）
学術講演会。41065（日本塗料工業
会、日本塗装工業会との共同発表）

（一社）
日本建築学会

表 -6　 塗料試験方法研究会　勉強会（平成 27 年 9 月 1 日～平成 28 年 9 月 30 日）

部会／年月日 勉強会の内容 場所 参加者

東部会
平成 28年 2月 15日

講演「塗布形素地調整軽減剤；サビシャット」
　講師　大日本塗料㈱　防食塗料部　田邉　康孝

講演「塗料にかかわる新しいＪＩＳ化の動き」
　講師　（一社）日本塗料工業会　　米原　洋一

講演「JIS Q 1001　一般認証指針：2015　
　　　　　　　　　　　改正のポイント及び認証審査への影響」
　講師　（一財）日本塗料検査協会　河村　マリ

東京塗料会館 10社 14名

東部会
平成 28年 9月 23日

講演「駿河湾における暴露試験 30年の成果報告
　　　　　　　　　　海上大気部における長期防錆形塗装技術」
  講師　日本ペイント㈱　　大澤　隆英

講演「鋼道路橋の長寿命化と防食塗装」
　講師　元独立行政法人土木研究所　総括主任研究員　守屋　進

恵比寿ガーデン
プレイスタワー

SPACE6

12社 32名
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西部会
平成 28年 12月 17日

講演「水性塗料の拡大の現状と課題：
　　　　　　　　　　　　防食分野への水性化進展によせて」
　講師　（一社）日本塗料工業会　　　鈴木　譲

講演「JISマーク表示制度：最近の JIS認証制度の動向」
　講師　（一財）日本塗料検査協会　　加来　伸一

（一財）日塗検
西支部 29社 52名

西部会
平成 28年 7月 22日

講演「テラヘルツ波を用いた塗膜モニタリング技術」
　講師　徳島大学　教授 /大阪大学　招聘教授　　安井 武史

講演「テラヘルツ分光システム」
　講師　地方独立行政法人　大阪府立産業技術総合研究所
　　　　主任　日置　亜他子

施設見学：地方独立行政法人　大阪府立産業技術総合研究所

地方独立行政法人
大阪府立産業技術
総合研究所

20社 28名




